
④ 【協同労働・ディーセントワークに関する事業・活動】 

（労働者協同組合法成立に伴うフォーラム開催や協同労働推進ネットワークづくり） 

 

 埼玉県で行われた労働者協同組合制定記念フォーラム in 埼玉への助成を行った。コロナ

渦の状況を見据えたリアル開催が増加傾向であることや、労働者協同組合法が施行される

年度にあたり今後も増える案件であり、非常に重要な事業となる。 

一方で大学講師が行う講座は実績がなかったこと。そして達人サミットも延期されたため

拠出されるには至らなかった。 

 

・「労働者協同組合法」制定記念フォーラム実行委員会 

「労働者協同組合法」制定記念フォーラム in 埼玉（68,354 円） 

（日程：２０２１年９月１１日） 

〈内容〉 

協同労働・労働者協同組合法をテーマにした集会で会場費・講師料への助成を行った 

会場費 4,708 円＋講師謝礼 132,000 円＝ 136,708 円 

以上の額の １／２ 助成の 68,354 円 が助成額 

 

「労働者協同組合法」制定記念フォーラム in 埼玉 

こののフォーラムでは、２４４アカウントからの申込があり、当日は２０４アカウントの参

加があった。埼玉県内の参加以外に、首都圏、広島、大阪からの参加もあった。このことか

ら、埼玉県内にとどまらず、全国的に「労働者協同組合法」に対する期待や関心の高さを感

じられる。 

今回のフォーラムは学習会というより、この法案を通して、地域での新たな関係性を構築し、

「誰もが自分らしく、ともに生き、ともに働く」ことができる地域を作れるネットワークを

作るきっかけとなることが目的としてあった。各エリアでの分散会を行うことで、実践を知

るとともに、各地のネットワーク構築の一歩になったことも伺える。今後、今回できたつな

がりを継続していくため、各地における学習会やミニフォーラム、こうした集まりだけでは

なく、事業所見学や地域懇談会の構築をし、より、地域ごとにつながっていける関係性を作

っていく。 

 


